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平成23年５月27日(金曜日）

午前10時２分開会

会議に付した案件

○概要説明

農政水産部

１．口蹄疫による影響について

２．口蹄疫からの再生・復興方針

３．「口蹄疫からの再生・復興方針」工程表に

ついて

○協議事項

１．委員会の調査事項について

２．調査活動方針・計画について

３．県内調査について

４．次回委員会について

５．その他

出席委員（11人）

委 員 長 太 田 清 海

副 委 員 長 蓬 原 正 三

委 員 福 田 作 弥

委 員 中 野 明

委 員 横 田 照 夫

委 員 松 村 悟 郎

委 員 後 藤 哲 朗

委 員 西 村 賢

委 員 重 松 幸次郎

委 員 岩 下 斌 彦

委 員 有 岡 浩 一

欠 席 委 員（なし）

委員外議員（なし）

説明のために出席した者

農政水産部

農 政 水 産 部 長 岡 村 巖

農 政 水 産 部 次 長
緒 方 文 彦

（総 括）

農 政 水 産 部 次 長
押 川 延 夫

（ 農 政 担 当 ）

農 政 水 産 部 次 長
那 須 司

（ 水 産 担 当 ）

畜産・口蹄疫復興対策局長 永 山 英 也

農 政 企 画 課 長 郡 司 行 敏

農 政 企 画 課
鈴 木 大 造

ブランド・流通対策室長

地域農業推進課長 奥 野 信 利

地 域 農 業 推 進 課
工 藤 明 也

連 携 推 進 室 長

営 農 支 援 課 長 山 内 年

農 業 改 良 対 策 監 戸 高 憲 幸

消 費 安 全 企 画 監 上 山 伸 二

農 産 園 芸 課 長 加勇田 誠

農 村 計 画 課 長 三 好 亨 二

農 村 計 画 課
宮 下 敦 典

畑かん営農推進室長

農 村 整 備 課 長 宮 川 賢 治

復興対策推進課長 日 髙 正 裕

畜 産 課 長 児 玉 州 男

畜 産 課
岩 﨑 充 祐

家畜防疫対策室長

事務局職員出席者

政 策 調 査 課 主 幹 髙 村 好 幸

政 策 調 査 課 主 査 壱 岐 さおり

○太田委員長 それでは、ただいまから産業再

生・エネルギー対策特別委員会を開会いたしま

す。

まず、委員席の決定についてでありますが、
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ただいま御着席のとおり決定してよろしいで

しょうか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○太田委員長 それでは、そのように決定いた

します。

次に、本日の委員会の日程についてでありま

すが、お手元に配付の日程（案）をごらんくだ

さい。

本日は、委員会設置後、初の委員会でありま

すが、産業再生を調査する上では、重点施策に

位置づけられています口蹄疫からの再生・復興

の取り組みが重要な課題の一つではないかと思

います。そこで、農政水産部により、口蹄疫か

らの再生・復興の取り組みなどについて概要説

明をいただき、その後に調査事項及び調査活動

計画について御協議をいただきたいと思います

が、このように取り進めてよろしいでしょうか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○太田委員長 それでは、そのように決定いた

します。

それでは、執行部入室のため暫時休憩いたし

ます。

午前10時３分休憩

午前10時４分再開

○太田委員長 それでは、委員会を再開いたし

ます。

本日は農政水産部においでいただきました。

初めに、一言ごあいさつ申し上げます。

私は、この特別委員会の委員長に選任されま

した延岡市選出の太田清海でございます。私ど

も11名がさきの県議会で委員として選任され、

今後１年間、調査活動をしていくことになりま

した。

本県の産業を再生、活性化することは、県民

生活の向上を図る上で大変重要な課題であると

考えております。

当委員会の担う課題を解決するために努力し

てまいりますので、どうぞ御協力よろしくお願

いいたします。

それでは、委員の紹介をいたします。

最初に、私の隣が北諸県郡選出の蓬原正三副

委員長です。

続きまして、皆様から見て左側から、宮崎市

選出の福田作弥委員です。

東諸県郡選出の中野 明委員です。

宮崎市選出の横田照夫委員です。

児湯郡選出の松村悟郎委員です。

延岡市選出の後藤哲朗委員です。

続きまして、皆様から見て右側から、日向市

選出の西村賢委員です。

宮崎市選出の重松幸次郎委員です。

串間市選出の岩下斌彦委員です。

最後に、宮崎市選出の有岡浩一委員です。

以上で委員の紹介を終わります。

それでは、執行部の幹部職員の紹介及び概要

説明をお願いいたします。

○岡村農政水産部長 農政水産部長の岡村巖で

ございます。よろしくお願いいたします。

農水産業を取り巻く環境は大変厳しいものが

ございますが、農政水産部一丸となりまして、

本県の農業、水産業、また農漁村の発展に向け

て、また口蹄疫等からの再生・復興に向けて、

懸命に全力で取り組んでまいりたいと思います。

どうかよろしくお願いいたします。また、太田

委員長を初め委員の皆様には、私どもへの御指

導、御鞭撻のほどよろしくお願いいたします。

それでは、座って説明させていただきます。

まず、お手元の特別委員会資料を１枚お開き

いただきまして、右側の目次をごらんください。
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本日、私のほうからは、農政水産部幹部職員

名簿と行政組織について御説明させていただき

ます。

まず、本年度の農政水産部の幹部職員のうち、

本日出席の職員を紹介させていただきます。

資料の１ページ、次のページでございますが、

ごらんください。

総括次長の緒方文彦でございます。

農政担当次長の押川延夫でございます。

水産担当次長の那須司でございます。

畜産・口蹄疫復興対策局長の永山英也でござ

います。

農政企画課長の郡司行敏でございます。

ブランド・流通対策室長の鈴木大造でござい

ます。

地域農業推進課長の奥野信利でございます。

連携推進室長の工藤明也でございます。

営農支援課長の山内年でございます。

農産園芸課長の加勇田誠でございます。

農村計画課長の三好亨二でございます。

畑かん営農推進室長の宮下敦典でございます。

農村整備課長の宮川賢治でございます。

農業改良対策監の戸高憲幸でございます。

消費安全企画監の上山伸二でございます。

復興対策推進課長の日髙正裕でございます。

畜産課長の児玉州男でございます。

家畜防疫対策室長の岩﨑充祐でございます。

以上であります。

次に、資料の２ページでございます。

２ページに農政水産部執行体制図を記載して

おります。

本年度の組織改正による主な変更点が３点ご

ざいます。

まず１点目といたしましては、体制図の下段

にございますが、口蹄疫からの再生・復興を統

括する畜産・口蹄疫復興対策局を新設し、復興

対策を全庁的に進める復興対策推進課と畜産振

興を図る畜産課を設置するとともに、家畜防疫

対策に機動的に対応するため、畜産課に家畜防

疫対策室を設置いたしました。

２点目といたしまして、国営かんがい排水事

業及び関連事業と畑作振興の一体的な推進を図

るために、農村計画課に畑かん営農推進室を設

置いたしました。

３点目としまして、漁獲の手段である漁業と、

それから漁獲の対象である資源の一体的な管理

を推進するために、水産政策課内に漁業・資源

管理室を設置いたしました。

農政水産部は以上の１局10課５室体制で業務

を執行してまいりますので、今後ともよろしく

お願いいたします。

次に、本日は報告事項が２件ございます。

まずは、「口蹄疫による影響について」といた

しまして、家畜の処分頭数や手当金等の対応状

況、経営再開後の導入状況等、それから、昨年

８月に策定しました口蹄疫からの再生・復興方

針に基づき、今月20日に策定いたしました「口

蹄疫からの再生・復興方針」工程表を関係課長

から報告させていただきますので、よろしくお

願いいたします。

私からは以上でございます。

○児玉畜産課長 畜産課でございます。

特別委員会資料の３ページをお開きください。

口蹄疫による影響についてでございます。

１の口蹄疫により処分されました家畜頭数に

つきましては、殺処分手当金等の支払い事務が

終了いたしまして、その確定に伴い、頭数が確

定されたものでございます。

表にありますように、疑似患畜は、牛、豚、

イノシシ等のその他の合計頭数が21万714頭とな
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り、ワクチン畜では、同様に合計頭数８万7,094

頭となっております。

畜種別に見ますと、牛で疑似患畜とワクチン

畜の合計が６万9,454頭、豚が22万7,949頭、そ

の他が405頭、合計29万7,808頭となったところ

でございます。

従来発表してきました頭数と比較いたします

と、合計で9,165頭の増加が見られますが、これ

は主にワクチン畜での増加でありまして、ワク

チン接種から殺処分までの間に生産された子豚

や子牛がいたこと、さらにワクチン接種対象外

であった２週齢未満の子豚の一部が、従来の発

表数字には含まれていなかったことによるもの

でございます。

次に、２の手当金等の支払い状況についてで

あります。

手当金等の支払いにつきましては、年内の支

払いを目標に、全力を挙げて支払い事務に取り

組みましたけれども、家畜の評価をめぐりまし

て、相手方との交渉が難航したものもございま

して、一部につきましては、年を越すこととなっ

たところでございますが、４月15日にはすべて

の支払いが終了いたしております。

その結果、表に示しておりますように、疑似

患畜で311件の申請がございまして、291億8,300

万円、ワクチン畜で1,072件の申請があり、239

億9,400万円、合計で1,383件の申請がありまし

て、531億7,700万円となったところでございま

す。

次に、３の22年度に実施した主な事業の実績

でございます。

口蹄疫の影響を受けました畜産農家等に対し

まして、経営支援を行うための各種事業を実施

してまいりましたが、その中で次の３つの事業

について御説明いたしたいと思います。

まず、①の肉用牛出荷遅延対策事業でござい

ます。この事業は、口蹄疫発生に伴い、移動・

搬出制限や子牛競りの休止により出荷遅延と

なった肉用牛の飼養経費を助成することにより

まして、経営時の安定を図るものでございます。

２万4,140頭に対しまして、１億5,600万円余を

助成したところでございます。

②の口蹄疫影響緩和緊急支援事業につきまし

ては、口蹄疫終息後の子牛価格の低下が懸念さ

れましたことから、再開後の競り価格の状況に

応じて一定の助成を行い、経営の安定を図るも

のでありまして、１万4,755頭に対して３億300

万円余を助成したところでございます。

また、③の人工授精業務影響緩和対策事業で

は、口蹄疫発生により、人工授精業務の一斉停

止によりまして影響を受けた乳用牛や肉用牛繁

殖雌牛飼養農家を支援するため、国の基金事業

を活用して人工授精停止期間中の飼養管理経費

に対する助成を行い、経営の安定を図るもので

あり、２万3,547頭に対して１億800万円余を助

成したところであります。

次に、４の口蹄疫により家畜を処分された農

場の家畜導入状況についてでございます。

なお、次のページ、４ページの上から２行目、

注の２にありますように、処分頭数につきまし

ては、肉用牛繁殖経営では、繁殖用雌牛と育成

牛、肉用牛肥育経営では、肥育牛と乳用種及び

交雑種の子牛、いわゆる肥育素牛でございます。

また、酪農では、搾乳用雌牛と育成牛、豚にお

いては、繁殖用雌豚の頭数としておりまして、

これらから生産されます子牛や子豚については

含まれておりません。すなわち、各経営を開始

する際に、そのベースとなる家畜を対象に導入

の状況を見たものでございます。

３ページの表に戻っていただきまして、肉用
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牛では家畜の導入を行っている農場数が51％、

酪農で71％、養豚で30％となり、全体で半数が

導入を行っている状況でございます。

一方、頭数を見ますと、肉用牛、酪農、豚の

順で、31％、60％、32％となりまして、全体で

頭数ベースでは32％の導入となっております。

いまだ導入を行っていない農家につきまして

は、飼養者の年齢や後継者問題等で経営を中止

するところや、耕種等の複合経営から耕種専業

経営への転換等のお話もお聞きしております。

また、海外での口蹄疫の発生状況や子牛価格、

飼料価格が高いということ等の理由によりまし

て、導入を逡巡しているところもあるというふ

うに伺っております。

次に、４ページをごらんいただきたいと思い

ます。

５の県内子牛価格の状況についてであります。

下のグラフと表に示しておりますように、口

蹄疫発生前に比較して、発生後では子牛価格は

大きく上昇しております。子牛競りは８月29日

の高千穂市場を皮切りに、県内各地域で順次開

催されてきましたが、全市場におきまして、口

蹄疫発生前よりも高い価格で取引をされている

状況でございます。

また、グラフに見られますように、22年の10

月と11月期の競り価格は一たん低下いたしてお

りますが、以降は40万円を大きく超える価格で

推移しておりまして、児湯地域を中心に経営再

開に向けた導入が進められたことや、競り再開

後の子牛価格の低下が懸念されましたことから、

さきに御説明いたしました口蹄疫影響緩和緊急

支援事業や児湯地域の家畜の導入時期と競り開

催時期とのタイムラグを埋めるために、中間保

有施設での一時預かり等を支援したことなどに

よりまして、子牛競り価格を一定程度支えてき

たものというふうに考えております。

今後とも、児湯地域を中心に、経営再開状況

や県内各地域の子牛市場の価格等については、

引き続き注視してまいりたいというふうに考え

ております。

畜産課は以上でございます。

○日髙復興対策推進課長 復興対策推進課でご

ざいます。

口蹄疫からの復興・再生につきまして御説明

させていただきます。

まず、口蹄疫の発生の経緯と再生・復興方針

につきましては、お手元に別冊で準備しており

ます再生・復興方針に基づきまして、御確認い

ただく意味で若干御説明させていただきたいと

存じます。

まず、お手元の再生・復興方針ということで、

昨年８月19日に策定されたものでございますけ

れども、この復興方針につきましては、口蹄疫

の防疫対策が終盤となりました昨年の６月28日

でございますけれども、復興対策本部を設置い

たしまして、復興に向けて取り組むべき課題な

りを整理いたしまして、その中で本県産業を再

生させ、もとの県民生活を取り戻す道筋という

ことで、関係者が力を結集した取り組みを進め

るために策定したものでございます。

お手元の３ページをお開きください。

御確認の意味ということで、３ページの表で

ございますけれども、昨年発生いたしました口

蹄疫につきましては、そこの表にございますよ

うに、４月20日に第１例目の確認がなされてお

りまして、その後、次の枠組みでございますけ

れども、感染多発期ということで、５月に入り

まして感染が拡大しております。

次の枠組みでございますけれども、感染拡大

期の５月22日というところがございますが、我
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が国で初めてとなるワクチン接種を実施いたし

まして、疑似患畜もしくはワクチン接種家畜の

処分というものが６月30日に終了したというこ

とでございます。

また、７月27日、表の一番下でございますけ

れども、この日には、県内全域での制限区域が

解除になりましたし、またあわせて、非常事態

宣言の全面的な解除というものを行ったところ

でございます。

この表にはございませんけれども、この後、

堆肥化等の処理を進めてまいりまして、８月27

日には一連の口蹄疫の防疫対策が終了いたしま

して、終息宣言を行ったというところでござい

ます。

次に、４ページをお開きください。

４ページの表につきましては、先ほど畜産課

長のほうから御説明いただいたとおりの数字に

変更されるということでございます。これはあ

くまで昨年の段階での数字でございまして、最

終的には、先ほどの畜産課長の御説明のとおり

でございます。

次に、この防疫期間中に、５ページでござい

ますけれども、２の防疫対策の従事者数にござ

いますように、国、他の都道府県、自衛隊の方

々、県内の市町村、それから団体の皆様方の御

協力をいただきまして、全体で15万8,000人以上

の皆様方に従事していただいたところでござい

ます。

また、３の県内経済、県民生活への影響とい

うところでございますけれども、この部分につ

きましては、県内経済への影響といたしまして、

①にございますように、畜産農家なり畜産関連

業者におきましては、家畜が全くいない状態と

なりまして、飼料なり家畜の運送、さらには食

肉加工業などに大きな影響を与えております。

また、②にございますように、観光なり物産、

あと宿泊などの観光関連産業や、卸売なり小売

業者などのあらゆる分野に多大な影響を与えた

ところでございます。

また、次のページでございますけれども、６

ページをお開きいただきまして、全体といたし

まして、県民生活への影響といたしまして、口

蹄疫の影響などによりまして、雇用環境が悪化

するとともに、さまざまな地域振興イベント等

の中止や延期などによりまして、全県的に地域

活力が低下したというふうに認識しております。

それらの影響等を額として試算いたしてみま

すと、中段以降にございますけれども、畜産業

及び畜産関連産業で約1,400億円程度、その他の

産業といたしまして、下の方、②でございます

けれども、約950億円程度ということで、合計

で2,350億円程度の影響があったというふうに試

算しております。

このように、県内の経済に甚大な影響を与え

た口蹄疫でございましたけれども、再生・復興

に当たりましては、７ページの方針にございま

すように、（１）の目標に掲げておりますけれど

も、「早急な県内経済の回復、県民生活の回復」、

②にございますように、「全国のモデルとなる畜

産の再構築」、それから、③にございますように、

「産業構造・産地構造の転換」というこの３つ

を再生・復興の目標と掲げまして、以下12ペー

ジ以降に掲げております。

12ページで簡単に御説明申し上げますと、一

番表の頭のほうに「本県畜産の再生に向けて」

という部分がございます。ページの番号が右肩

のほうについておりますので、ページの右肩の

ほうをごらんいただきまして、12というところ

をごらんいただければ幸いです。そこに掲げて

おりますような課題なりの中で、緊急的に取り
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組むべきもの、それから中長期的に取り組むべ

きもの、長期的に取り組むべきものというよう

な、それぞれのページごとに分けまして、取り

組むべき方向を明確にしたところでございます。

一応こういうような再生・復興方針に基づき

まして、先般、復興方針の工程表ということで

策定させていただいたところでございまして、

お手元のもう一つの別冊の工程表をごらんいた

だきたいと存じます。それとあわせまして、特

別委員会資料の最後のページ、５ページでござ

いますが、それとあわせてごらんいただければ

と存じます。

特別委員会資料の５ページをほうをまずごら

んいただきまして、この工程表につきましては、

１番の目的にございますように、先ほど説明い

たしました再生・復興方針をベースにいたしま

して、その後の状況の変化なり、それからこれ

までの対策の成果などを踏まえまして、平成25

年度までの３カ年につきまして、市町村や関係

団体等と一体となって取り組むべき取り組みを

促進するために策定したものでございます。

策定に当たりましては、３の策定の経緯にご

ざいますけれども、児湯地域はもとよりでござ

いますが、市町村なり関係団体の皆さん方と意

見交換を行ってまいりまして、先日行った意見

交換の概要等も踏まえて取りまとめを行ってき

たところでございます。

それでは、別冊の工程表をごらんいただきた

いと存じます。具体的な内容については、この

工程表の中で御説明させていただきます。

資料を１ページめくっていただきまして、目

次をごらんいただきたいと存じます。工程表の

構成といたしまして、Ⅰの「策定に当たって」

と、あと「工程表の基本的な考え方と構成」、

それと３番目の「工程表」本体ということで区

分をしております。

まず、Ⅰの「工程表の策定に当たって」とい

うことで、１ページめくっていただきまして、

１ページをごらんください。

このページにつきましては、再生・復興方針

の要約でございますので、内容については、先

ほど御説明したとおりでございます。

なお、再生・復興方針にも位置づけられてお

りました、緊急的な対応が必要な課題というこ

とで位置づけられたものにつきまして、２ペー

ジの平成22年度の主な取組というところに記載

しております。

２ページの上段の表にございますように、手

当金の支払いや観察牛の導入、それとあと中間

保有施設の整備など、それぞれの項目につきま

して、施策を実施させていただいたところでご

ざいます。

また、中長期にわたります再生・復興の取り

組みを安定的に支援するために、下の表でござ

いますけれども、この下の表の基金造成にござ

いますように、４つの基金を設置し、これらの

取り組みを安定的に支援することとしたところ

でございます。

１ページめくっていただきまして、３ページ

でございます。

再生・復興の状況ということで、この３ペー

ジにつきましては、先ほど畜産課長のほうから

御説明いただいたとおりでございまして、右下

のほうにございますように、農場ベースで50％、

頭数ベースで32％の再開状況だということでご

ざいます。

また、４ページをごらんいただきますと、市

場価格の動向ということで、これも畜産課長の

ほうの御説明のとおりでございますが、イの枝

肉価格というところを見ていただきますと、こ
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の枝肉価格につきましては、ここに掲げており

ますように、低迷しているような状況にござい

ます。

こういったことから、現状分析にございます

けれども、現状分析の下段でございますが、経

営再開の状況というのは先ほど申し上げたとお

りでございますけれども、韓国なり台湾での口

蹄疫の相次ぐ発生なり、飼料価格の高騰なり、

それからＴＰＰの影響などから、さまざまなこ

ういうような要因が重なりまして、農家段階に

おきまして、経営の再開を逡巡しているという

ような状況ではないかというふうに考えており

ます。

次に、１ページめくっていただきまして、５

ページでございます。

５ページにつきましては、県内の経済の状況

につきまして記載しております。

一番上の有効求人倍率につきましては、県内

全体でも徐々に上昇してきておりますけれども、

高鍋管内につきましては、県全体の伸びを上回

るような回復を見せているというような状況で

はございます。

また、②の大型小売店舗の販売状況につきま

しても、８月以降、おおむね前年同月を上回る

ような状況になってございます。

しかしながら、④の宮崎空港の国内線乗降客

数、その下の⑤の主要ホテル・旅館の宿泊客数

でございますが、この２つの指標につきまして

は、１月以降に大きく前年を下回ってきている

状況にございます。

これらのことからも、現状の分析のところに

掲げておりますけれども、昨年８月に口蹄疫の

一連が終息いたしまして、それ以降、徐々に回

復の兆しは見えていたというふうに考えており

ますけれども、１月の新燃岳の噴火なり東日本

大震災等の影響等によりまして、持ち直しの動

きが鈍化しているというような状況かというふ

うに考えております。

こういった中で、６ページをごらんいただき

ますと、「工程表の基本的な考え方と構成」とい

うことで、策定の当たっての考え方を記載して

おります。

まず、一番最初に、防疫体制、防疫対策の充

実強化が最優先であるということで掲げており

ますが、２段落目でございます。今回の口蹄疫

の影響につきましては、先ほど復興方針の中で

も申し上げましたけれども、2,350億という非常

に県内経済に対しまして大きな影響を与えたと

いうふうに考えておりまして、ここに掲げてお

りますように、一たん口蹄疫が発生して、蔓延

した状態になってしまいますと、県内全体に甚

大な影響を及ぼすというふうに考えております。

そういったことを学んだということで、やはり

これからは、そういう防疫体制、県内に入れな

い、それから地域に入れない、農場に入れない

というような防疫体制なり防疫対策というもの

をまず最優先してやっていかなければ、安心し

て事業者の方々が経営を継続できないというよ

うなことで、まず第一に掲げておるところでご

ざいます。

また、その上で、（２）にございますように、

今まで以上に強い産業構造を築くためには思い

切った施策を展開してまいりたいというふうに

考えておりますし、（３）にございますように、

その推進に当たりましては、関係機関・団体と

の十分な意見交換なり連携を図っていきたいと

いうふうに考えておるところでございます。こ

の３つを基本に考えていきたいということでご

ざいます。

また１ページめくっていただきまして、７ペ



- 9 -

ージでございます。

再生・復興を目指す上で、その将来像を関係

者で共有する観点から、目指す姿を示させてい

ただいております。

まず、畜産・農業分野におきましては、安全

・安心の確保を基本にいたしまして、付加価値

や収益性の高い畜産・農業を構築したいという

ふうに考えております。

そのためには、アにございますように、安全

・安心の確保のためといたしまして、ウイルス

の侵入防止なり埋却地の確保、特定疾病のない

地域の構築などの視点を持って取り組んでまい

りたいと考えております。

また、イの付加価値・収益性を高めるために

は、飼養密度の適正化による生産性の向上なり

６次産業化、それから農商工連携や耕種への転

換なり、こういうような視点を持って取り組ん

でまいりたいというふうに考えております。

具体的には、右側の８ページのイメージ図を

ごらんいただきますと、それぞれの農場に消毒

施設が設置してある図になっております。

それとあわせまして、農場ごと、もしくは共

同での埋却地を確保するということを基本にい

たしまして、図の左下でございますけれども、

飼養密度の適正化とあと生産性の向上というこ

とで、事故率の低減による生産性の向上を図っ

たり、もしくは、その右側でございますけれど

も、６次産業化・農商工連携ということで、加

工なり農家レストランと書いておりますけれど

も、複数の農場が連携した６次化なり、もしく

はハム、ソーセージあたりの加工なり、こういっ

たいわゆる６次化の取り組みを進めていくとい

うような考え方でございます。

また、一番右下のほうにございますけれども、

経営の一部につきまして、耕種に転換すること

により、農家の全体としての所得向上を図って

まいりたいというふうに考えておるところでご

ざいます。

このような取り組みを進める中で、７ページ

にちょっと戻っていただきまして、経営再開の

見通しといたしまして、７ページの②でござい

ますけれども、基本的には、農家の意向に沿っ

て対策を進めていくこととしておりますけれど

も、和牛の繁殖農家につきましては、小規模で

高齢化が進んでいるというような状況でござい

まして、再開に伴います新たな設備投資への負

担なり将来への不安ということから、再開を断

念する農家も相当数見込まれておるところでご

ざいます。

こういうようなことから、下半分でございま

すけれども、西都・児湯地域における経営再開

は、発生前に比べまして、農家ベースで７から

８割程度、それから頭数ベースで９割程度にな

るということで、厳しく想定した上で、少しで

も多くの農家の方々に経営再開していただける

よう、取り組みを進めていきたいというふうに

考えておるところでございます。

１ページめくっていただきまして、９ページ

でございます。

県内経済全般、それから西都・児湯地域につ

きましても、先ほど御説明いたしました農商工

連携なり６次化の取り組みを進める中で、企業

や団体の皆さんが安心して事業が展開できて、

しかも地域が自立して発展していけるように取

り組みを進めてまいりたいというふうに考えて

おります。

次に、10ページでございます。

工程表につきましては、ここに掲げておりま

すように、中長期的な課題といたしまして、防

疫体制の強化から経済雇用対策の９つの項目に
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整理をし直した上で、25年度までの３年間の取

り組みを明らかにして進めていくということに

しております。中でも、「このうち」のところで

ございますけれども、防疫体制の強化など、県

が中心となって早期に取り組むべきものにつき

ましては、より具体的に取り組み内容とスケジュ

ールを示させていただいているところでござい

ます。

また、適正飼養密度なりゾーニング、もしく

は産地構造・産業構造の転換、それとあと特定

疾病のない地域の構築というような大きな課題

がございますけれども、この課題につきまして

は、まだこれまで県として十分な考え方を示し

ていないというところもございまして、関係者

の共通理解が得られているとは言えない状況に

ございます。こういったことから、今回この工

程表の中でも、県としての考え方なり具体化し

ていくための検討の方法につきまして、明らか

にさせていただいているところでございます。

こういうような取り組みを進めていく中での

体制といたしまして、10ページの４番に掲げて

おりますような復興対策本部を中心といたしま

して、掲げておりますようなさまざまな会議な

り意見交換会を開催していく中で、その進行管

理なり工程表の見直しなり、充実というものを

進めてまいりたいというふうに考えております。

１ページめくっていただきまして、11ページ

でございます。

11ページにつきましては、現時点で想定する

財源といたしまして、再生・復興に取り組む財

源として予定しているものを掲げております。

一番下の表にございますように、国の補助事

業等の活用なり、それからあと県の基金、先ほ

ど御説明いたしました県の４つの基金による対

策等を活用していく中で、この再生・復興を進

めてまいりたいというふうに考えております。

また１ページめくっていただきまして、13ペ

ージをお開きください。

これからが工程表の本体ということになりま

して、これから28ページまで工程表がございま

す。この内容につきまして、簡単にといいます

か、かいつまんで、それぞれの項目について御

説明させていただきたいというふうに考えてお

ります。

まず、13ページでございますけれども、先ほ

ど申し上げました防疫体制の強化の中で、県と

して緊急に取り組んでいかなければならないと

いうような課題につきまして御説明させていた

だきます。

この防疫体制の強化の中では、①防疫体制の

整備の中のウにございますように、今回の防疫

の中では、家畜防疫員数が足りないではないか

というようなさまざまな御指摘等もいただいた

ところでございますので、①のウにありますよ

うに、防疫員の数なり体制の考え方につきまし

て整理をするとともに、エにございますように、

民間獣医師の活用の考え方、さらにはオにあり

ますように、市町村なり関係団体との防疫協定

の締結など、もしくは具体的な取り組みへの改

定などにつきまして進めてまいりたいというふ

うに考えております。

次に、15ページでございます。

15ページにつきましては、（２）水際防疫の徹

底、それから地域防疫の徹底という項目でござ

いますが、引き続き、水際防疫の徹底につきま

しては、関係機関に徹底の呼びかけを行ってま

いりますとともに、（３）にございます地域防疫

の徹底といたしまして、これはアでございます

けれども、現在、全市町村に設置されておりま

す自衛防疫推進協議会、いわゆる自衛防でござ



- 11 -

いますけれども、この機能を拡充強化いたしま

して、みずからの地域を防疫する主体として、

その取り組みを支援できないか、今後、県とし

て相談していきたいというふうに考えておると

ころでございます。

次に、17ページでございます。

17ページにおきましては、農場防疫の徹底を

進めるための取り組みといたしまして、小項目

の①飼養衛生管理基準の徹底でございますが、

エにございますように、家畜防疫員による全農

場への立入検査なりを実施していきたいという

ふうに考えておりますし、また、そこの下のオ

なりカに掲げておりますように、自衛防疫組織

員によります定期点検なり、それから獣医師な

りＪＡの指導員などが通常業務で巡回する中で

の飼養衛生管理基準の遵守を指導してまいりた

いというふうに考えております。

また、③でございますけれども、いわゆる発

生情報等が十分農家まで伝わっていなかったの

ではないかというような課題もございましたの

で、③のアでございますが、家畜防疫情報メー

ルということで、携帯のメールサービスを使い

ました情報等を提供するシステムをつくってお

りますので、全畜産農家を対象に登録を促進し

てまいりたいというふうに考えております。

次に、19ページをお開きください。

ここでは、早期発見・早期通報・早期処置を

確保する観点の項目でございます。

ここにつきましては、③の埋却地の確保でご

ざいますけれども、埋却地の確保に当たりまし

ては、イにございますように、各農場単位に近

隣の農地での埋却地の確保を前提に進めてまい

りたいというふうに考えております。

なお、エでございますけれども、農家の皆さ

んが確保したものの、実際使う段階になって利

用できない場合もございます。そういった場合

に備えまして、公有地のリストアップを行いな

がら、また、オにございますように、公有地を

利用する際のルールづくりにつきましても進め

てまいりたいというふうに考えております。

また、さらには、④の飼養情報のデータベー

ス化でございますけれども、今回の家伝法の改

正を踏まえまして、農家は毎年、飼養管理する

状況を報告する義務が生じてまいりますので、

それらの報告も含めまして、④にあるような農

家情報を関係者で共有できるようなデータベー

ス化の取り組みについても進めてまいりたいと

いうふうに考えておるところでございます。

次に、21ページをごらんください。

21ページでございますが、このページは畜産

経営再開への支援ということで、経営再開に当

たりましては、（１）にございますように、アン

ケート調査を実施いたしまして、それをもとに

現地指導班が主体となりまして支援を行うこと

としております。

また、そこの中項目の（４）、（５）の特定疾

病のない地域の構築なり飼養密度なりゾーニン

グにつきましては、お手元の資料の29ページを

ごらんいただきたいと存じます。

まず、30ページでございますけれども、特定

疾病のない地域の構築といたしましては、それ

ぞれイメージといたしまして掲げておりますけ

れども、豚につきましては、既に西都・児湯地

域におきまして取り組みが進められておりまし

て、今後、引き続きこの取り組みを支援してい

きながら、他の地域での取り組みについて検討

してまいりたいというふうに考えておるところ

でございます。

また、牛につきましては、ここに掲げており

ますけれども、例えば子牛を検査するのか、母
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牛を検査するのかという検査のあり方なり、そ

れから陽性となった牛への対処の方法なり、さ

らにはその対処の場合の支援のあり方などにつ

きまして、現地でさまざまな意見があるという

ことでございまして、関係者との意見交換を行

いながら、具体的な取り組み方法について検討

していきたいというような考え方でございます。

また、29ページにございますように、適正飼

養密度なりゾーニング、もしくは産地構造・産

業構造の転換につきましては、ここに掲げてお

りますような課題にも十分配慮しながら、その

あり方について検討してまいりたい、進めてま

いりたいというふうに考えておるところでござ

います。

再度21ページにお戻りいただきまして、21ペ

ージの６番でございます。今後の畜産のあり方

ということで、この項目にございますように、

宮崎牛の将来なり、もしくは豚のあり方につき

まして検討会を設置し、取り組みを進めてまい

りたいというふうに考えております。

次に、23ページでございます。

23ページにつきましては、３の産地構造・産

業構造の転換や、安全・安心な畜産経営の確保

に向けた取り組みを記載しております。

産地構造・産業構造の転換におきましては、

庁内プロジェクトにおきまして、経営のシミュ

レーションを検討するとともに、現在工事が行

われております冷凍加工センターを核とした土

地利用型農業を推進するための基盤整備等を実

施してまいりたいというふうに考えておるとこ

ろでございます。

また、６次産業化の取り組みにつきましても、

農業振興公社とも連携をとりながら、その取り

組みを進めてまいりたいというふうに考えてお

るところでございます。

次に、25ページをお開きください。

25ページにつきましては、５の埋却地の環境

対策でございますけれども、環境対策といたし

まして、（１）にございますように、市町村単位

に協議会を設置いたしまして適正に管理してい

くとともに、掘り返し期間、３年間でございま

すが、それが経過した後の農地としての再生利

用を前提とした管理のあり方につきましても検

討してまいりたいというふうに考えております。

また、一番下の８でございますけれども、地

域振興対策といたしまして、発生の集中いたし

ました西都・児湯地域につきましては、アに掲

げておりますように、市町村が連携した広域的

な統一コンセプトに基づきます象徴的な取り組

みなり、それに基づく、また関連する各市町の

取り組みを支援してまいりたいというふうに考

えておるところでございます。

最後に27ページでございます。

経済雇用対策といたしまして、中小企業支援

から掲げております。（１）の中小企業への支援

といたしまして、プレミアム商品券の発行なり、

地域活性化に向けたイベントの支援なりを行っ

てまいりますとともに、（３）の観光分野にござ

いますように、団体等が実施いたします修学旅

行等の誘致対策なりを支援してまいりたいとい

うふうに考えております。

また、（５）の商業、サービス業の項目にござ

いますように、活性化に向けた取り組みを支援

するというふうに考えておりますけれども、基

本的には、やはり一番下にございますように、

関係団体なりとの十分な意見交換を行い、具体

的な取り組みというものを検討してまいりたい

というふうに考えております。

最後でございますけれども、本工程表につき

ましては、現段階での取り組み方法、それから
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再生・復興方針に基づく取り組み方法につきま

して、関係者の共通認識となるように取りまと

めたものでございまして、これを端緒といたし

まして、関係者の意見交換なりを重ねていく中

で、真の意味での再生・復興につながる取り組

みを進めてまいりたいというふうに考えており

ます。

復興対策推進課からは以上でございます。

○太田委員長 それでは、執行部の説明が終わ

りました。御意見、質疑がございましたら、委

員の皆さん、御発言をお願いいたします。

○横田委員 １年前を振り返ってみると、本当

に去年の今ごろは大変な状況で、私も農家と一

緒に何回泣いたことかわからないぐらいあった

んですが、そういう厳しい状況を乗り越えて終

息を迎えることができて、子牛の競りの再開と

かもできたわけですけど、一番心配された子牛

の価格の下落、それもなくて、逆に口蹄疫の前

よりか高い状況がずっと続いてきたということ

で、どれだけ農家が安堵されているかわからな

いなというふうに思っています。それもこれも

皆さん方初め関係者の皆さん方の御努力と購買

者の御理解があったからこそだというふうに

思って、本当に心から感謝をしているところで

す。ちょっとお尋ねしますけど、再生・復興の

取り組みということで、産地構造・産業構造の

転換で、畜産と耕種のバランスのとれた地域農

業の構造転換を推進するということがあります

が、私、以前、例えば川南町で畜産農家から出

るふん尿を完熟堆肥化して、それを使った有機

農法で野菜をつくって、いわゆるあの口蹄疫か

ら立ち直った川南町の野菜なんだよというアピ

ールの仕方で全国の消費者に訴えることはでき

ないだろうかというようなことをちょっと提言

したこともあったんですけど、今、現状の例え

ば耕種への取り組みの現状、また農家の意識、

それはどういう状況になっているかをちょっと

お尋ねしたいんですけど。

○日髙復興対策推進課長 今、御質問いただき

ました農家段階での意識なりの部分でございま

すけれども、一つは、先ほど御説明いたしまし

た、西都市におきまして冷凍ホウレンソウあた

りを活用した部分、冷凍加工センターというも

のが現在建設されております。そういったもの

の中で、やはり耕種、いわゆるホウレンソウを

例えば畜産農家の方々につくっていただいたり

とか、そういうような事例もございまして、そ

ういった中で、全体でやっぱり140ヘクタール程

度のそういう契約面積を確保したいというよう

な意向もございます中で、例えば畜産農法人の

中でも、やはり畜産主体から、今まで例えば２

割、３割程度の耕種部門だったところが、それ

を例えば５割以上に持っていきたいとか、そう

いうような意向を持っていらっしゃる方もだん

だん出てきておりますので、そういう取り組み

をしていく中で、徐々にまた畜産農家の方々の

中からも、経営を転換、全部転換、もしくは一

部転換というところも含めて、そういう意向が

出てくるのではないかというふうに考えておる

ところです。

○横田委員 今、建設中の冷凍加工工場、それ

がフル稼働できるぐらいの耕種への切りかえと

いうのができるというふうに考えてよろしいで

しょうか。

○日髙復興対策推進課長 現在、冷凍加工セン

ターで想定しておりますのは150ヘクタール程度

ということでございまして、当然事業者のほう

でも、販売促進なりそういったところの取り組

みをしていくことになるかというふうに考えて

おりますので、いわゆる畜産から耕種に転換す
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る中で、やはり土地利用型農業の土地利用型作

物というものへの転換というのが、一番畜産農

家の方々にとっても移りやすいかなというふう

には考えておるところでございまして、そうい

う取り組みを進める中で、当然ホウレンソウで

あったり、例えばほかの土地利用型作物への転

換というものを進める中で、受け皿としてはあ

るものというふうに考えております。

○加勇田農産園芸課長 現在のＪＡフーズのほ

うの冷凍加工施設につきましては、ホウレンソ

ウを中心にということでございますが、今ござ

いましたように、ほかの土地利用型作物、里芋

あたりでございますけれども、そういったもの

を組み合わせて、さらにそのほかのゴボウであ

るとかカラーピーマンであるとか、そういった

ものを組み合わせながら、周年で運営できるよ

うな、工場がフル稼働していくような、そういっ

た形で運営していこうということで計画は進め

るというふうに伺っております。

○横田委員 今度はまた別なんですが、特定疾

病のことなんですけど、牛白血病の検査という

のは一回されたんですか。

○岩﨑家畜防疫対策室長 先ほど説明ありまし

たように、昨年度の事業としましては、児湯地

域の子牛市場を清浄化しようということで、事

業化をお願いしたんですけれども、さまざまな

御意見がございまして、いわゆる子牛市場じゃ

なくて、母牛を含めた全体の清浄化を進めるべ

きじゃないか等の意見がございまして、今のと

ころ、検査そのものは済んでおりません。ただ

し、昨年、市場の中間保有施設を活用して、1,500

頭程度だったと思いますけれども、これについ

ては母牛を対象に検査をしまして、陽性牛につ

いては肥育のほうに回したというような実績は

ございます。

○横田委員 陽性の割合というのはどれぐらい

あったものでしょうか。

○岩﨑家畜防疫対策室長 大変申しわけないん

ですけど、陽性率につきましては、まだ一部し

か検査しておりませんし、陽性牛のいわゆる陽

性率が少しひとり歩きしますと、今度は風評等

もございますので、申しわけございません。

○岩下委員 お聞きしますけど、口蹄疫が終息

してから、県内で新たに畜産関係で参入された

企業というのはあるんでしょうか。

○児玉畜産課長 今の御質問ですけれども、私

たちのほうでは、そういった企業さんは、今の

ところ情報は把握しておりません。

○岩下委員 実現可能かちょっとわかりません

けれども、県南のほうで40ヘクタールの土地を

購入して牛の畜産関係に取り組みたいという、

まだ構想の段階ですけれども、その場合に、11

ページの中にいろいろ支援策、補助関係があり

ますけれども、具体的に例えば40ヘクタールで

畜産をやりたいという方の中で、具体的な助成

策というのはどんなのがあるんでしょうか。ど

んなのが利用できるんでしょうか。

○日髙復興対策推進課長 今の御質問の中で、

日南・串間地域におきまして、40ヘクタールの

農地を購入されて畜産を開始される場合の支援

ということでございますけれども、基本的に、

現時点で想定しております財源の中で、例えば

口蹄疫の復興対策基金なりファンド等につきま

しても、一義的にはやはり発生地域なりが中心

になろうかというふうに考えておりまして、先

進的な畜産経営を今後開始するということであ

れば、当然一般的な国庫補助事業なり通常の畜

産振興事業の中での対応というのも必要になっ

てくるかというふうに考えているところでござ

います。
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○西村委員 特別委員会資料の３ページに、「口

蹄疫による影響について」とありまして、もし

かして説明があったかもしれないんですが、２

番の手当金を受け取っている対象件数は1,383あ

るんですけれども、家畜の導入状況のところの

いわゆる処分を行った農場は1,270なんですが、

この差というのは何なんですか。

○児玉畜産課長 手当金等の1,383件につきまし

ては、これは家畜の所有者が申請した件数です。

所有者のほうに手当金等は行きますので、所有

者が申請した件数でございます。あと農場件数

というのもございまして、申請件数につきまし

ては、例えば１つの農場に２人の所有権がある

という場合は、別々に申請が出てきます。ある

いは２つの農場を１人の人が所有しておれば、

農場数としては２つになりますけれども、申請

は一本で上がってくるというようなことがござ

いまして、申請件数で見たり農場件数で見たり

すると、数字が合わなくなるというようなこと

が起こります。

○西村委員 共同でやられている方が、５人で

やられている方は５件上がってきて、農場とし

ては１つというカウントでよろしいんですね。

○児玉畜産課長 そのように御理解いただきた

いと思います。

○西村委員 今回、今、復興されている農場が

５割、頭数で言えば３割程度ということで、先

ほど言った韓国の問題であるとか、今、子牛価

格が高いとか、私はそういうことはわかるんで

すけれども、疑似患畜を出されて処分された農

家とワクチンを打ってやむなく処分された農家

の数がここに出ているんですが、再開に当たっ

ては特段差はないんでしょうか。例えば、疑似

患畜を出された農家は、周囲から白い目で見ら

れてなかなか再開しにくいとか、そういう点は

あんまりデータ上は関係ないんでしょうか。

○児玉畜産課長 ワクチン畜と疑似患畜との導

入状況につきましては、余り差はないというふ

うに見ております。

○西村委員 最後に一つなんですけど、この状

況、５割しか再開しない、頭数が３割、もしく

はもう少し伸びても３～４割程度だった場合に、

畜産業界全体の１年を通した落ち込みというの

はどのぐらいになるんでしょうか。生産額とか、

金額ベースとしてどのぐらいになってくるんで

しょうか、この状況が今年度いっぱいぐらい続

いた場合は。

○永山畜産・口蹄疫復興対策局長 申しわけあ

りません。そこまでの試算というのは行ってお

りません。ただ、我々の目標としては、農家ベ

ースでは、西都・児湯地域でも７割から８割程

度、頭数ベースでは、全体で９割程度まではぜ

ひ持っていきたいということで頑張っていると

ころでございますし、ここでとどまるというこ

とは恐らくないだろうというふうには思ってお

ります。もしここで頭数がとどまってしまいま

すと、さまざまな子牛の供給の問題等もありま

すので、全県下に大きな影響が出てくることに

なりますので、しっかり取り組んでいきたいと

思ってはおります。

○西村委員 今のお答えをいただいて、当然こ

こでとどまってはいけないし、例えばこれが１

年で戻ってくるのか、もしくは３年、５年、こ

の工程表は３年で考えられているんでしょうけ

ど、こういうものの試算というのはなかなかし

づらい部分もあると思いますが、できれば、こ

れは要望ですけれども、１年で回復した場合、

３年で回復した場合、もし回復しなかった場合

も含めた試算なりも、ぜひまたこういう委員会

では提示していただきたいと思いますし、また、
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ことし共進会等々、また全国大会等もあります

ので、そういうものに向けて弾みになればなと

思うこともありますので、復興に関してまたよ

ろしくお願いしたいと思います。

○永山畜産・口蹄疫復興対策局長 戸数ベース

で言えば、おおむね今年度が勝負だというふう

に思っています。頭数ベースで言うと、この２

～３年がきちっとある程度のところまで計画的

に戻していかなければならないと思っています。

今お話がありましたような形で、さまざまな試

算等もしながら、出た段階でまた御報告を申し

上げたいというふうに思います。

○福田委員 ちょっとお聞きしたいんですが、

３ページの手当金で531億7,700万円、この内訳、

いわゆる本来の畜産農家が受け取られた金額と、

企業畜産が受け取った金額、その大まかな内訳

金額はどうなるでしょうか。

○児玉畜産課長 大変申しわけありませんけれ

ども、現時点でまだそこまで仕分けた集計をし

ておりませんで、どのぐらいの額になるかとい

うのも、今のところちょっと頭に入っておりま

せん。ぜひそういうふうな仕分けもしてみたい

というふうに考えております。

○福田委員 ちまたでは、Ａ社がどうだ、Ｂ社

がどうだということが飛び交っているわけです

ね。我々はそれを精査する段階ではありません

けど、ぜひそういう数字の正確なものをいただ

きたいと思います。

そこで、私、何回もお話を申し上げましたが、

宮崎県の畜産の構造、内容というやつをもう一

回、我々は再認識する必要があるなと思うんで

すが、畜産イコール農家ではないんですね。特

に今回、大きく感染しました児湯地区におきま

しては、企業畜産のウエートが非常に高い。一

般の消費者、国民の目から見ると、畜産は農家

がやっているものだと、ストレートに考えるん

ですね。そうじゃないんですよ。それで、いろ

んな工程表、ロードマップをおつくりになって、

私は内容の濃いものだと評価をしております。

しかし、これを例えば豚で70数％の比率を持つ

企業畜産にどう行政の影響力を行使するか。あ

るいは、牛においても企業畜産がありまして、

大規模飼育をやっておりましたね。このあたり

の問題点を今回しっかり整理しなければ、私は、

工程表、ロードマップは、絵にかいたもちに終

わってしまうなということを心配いたしており

ます。この口蹄疫の処分の期間中も、いろんな

話を聞かされました。現場に出向いた方々から。

やっぱり宮崎県は、畜産全体について、これは

ＪＡとか畜産農家とか行政、過去長い歴史の中

で深いつながりがあるんですが、企業畜産につ

いては、ＪＡはもちろん関係ありませんが、ほ

とんど行政のコントロールがきいていませんね。

その辺をしっかり考えないと、私はまた同じよ

うなことを起こしかねないと心配をいたしてお

ります。そこで、もう終息して、いろんな工程

表、ロードマップができたわけでありますが、

そういう大きなシェアを占めておられます企業

畜産の皆さんとの話し合い、いろんな終息後の

対策はどうとられておるのかお聞きをしておき

たいと思います。

○岩﨑家畜防疫対策室長 企業畜産をどういう

形で位置づけるかなんですけれども、一部の企

業におきましては、少し口蹄疫の報告がおくれ

たという事例がございまして、企業につきまし

ては、まず管理獣医師あるいは地域との十分な

連携等を含めた行政指導は行っているところで

ございます。企業全般について、全部の企業に

そういう形での接触は現在はしておりません。

○福田委員 私は昨年も同じようなことを本会
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議の質問で申し上げましたが、これは大事なん

ですね。例えば４月26日、実務者レベルと意見

交換とありますが、この中にもちろん企業畜産

の関係者等は入っておられるんでしょうね。５

ページの策定の経緯、実務者レベルとの会合が

４月26日、４月27日、５月17日に行われていま

すね。

○日髙復興対策推進課長 この農業団体との意

見交換の中では、いわゆる県域団体との意見交

換ということでございまして、今御質問いただ

いているようなそれぞれの企業さんという話で

はなくて、そういうところにえさを納入する例

えば配飼協であるとか、こういうようなところ

あたりも入っていただきながら、いろいろ意見

交換をしたというところでございます。

○福田委員 じゃ企業の関係する畜産のグルー

プも入っていると、こういうふうに解釈してい

いですね。

○日髙復興対策推進課長 いわゆる企業畜産経

営の中に、えさ等を納入している業者のいわゆ

る県域団体というのは入っていただいていると

いうふうに考えております。

○福田委員 何団体ですか。

○日髙復興対策推進課長 県全体の団体、県と

しての団体ですね。それとあわせまして、今御

質問いただいた中で、やはり企業経営につきま

しても、当然それぞれが独立国というような形

ではなくて、地域の中での防疫というものに取

り組んでいかなければならないというふうに考

えておりますので、そういう地域での取り組み

というのも、15ページにあるような中で進めて

いきたいというふうに考えておるところでござ

います。

○福田委員 私は、せっかくつくられた工程表、

ロードマップが成功するかしないかは、一にも

二にも大きなウエートを占めている企業畜産の

皆さん方の協力を得なければ、転換もできませ

んし、それから飼養密度の低下もできませんね。

ですから、これはつらいでしょうけど、ぜひこ

の辺をやる。私はＪＡグループにおるんですが、

ＪＡグループだけでは手が届かない範囲ですね。

ＪＡ外、畜産ではこれが多いんですよ。それか

ら、行政も普通はＪＡといろいろやっていただ

ければ事足りていたわけですね、こういう口蹄

疫等の家畜伝染病が発生しないときは。これか

らは宮崎県の畜産全体をしっかり包含して対策

をやっていかないと、私はこのロードマップは

絵にかいたもちに終わると、こういうふうに心

配していますから、せっかく内容の濃いものを

つくられましたから、局長も置かれたんですか

ら、ぜひそれを実現してほしいと思いますが、

局長、いかがですか。

○永山畜産・口蹄疫復興対策局長 まず、防疫

という観点で見て、大規模な企業的経営体が非

常に大きな要素になるということ、これは間違

いないというふうに思っています。その意味で

も、工程表に出てまいりますが、家保は必ず年

１回は入るということにしますが、その中でも

特に大規模なところについては、しっかりとチ

ェックをし、指導するということが必要になる。

これまでやってきませんでしたけれども、ここ

はしっかりやっていくことになると思っていま

す。それから、畜産の再生に当たっての産業構

造の転換であるとか、そういうことも含めた取

り組みについて、おっしゃるとおり、これまで

の農協を中心とした団体とのおつき合いだけで

これがうまくいくとは思っておりません。工程

表の策定段階で、まだまだ意見交換が足りない

部分もたくさんあることを前提にしまして、こ

れからさまざまなところと話をしながら、具体
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的なアクションにつなげていきたいと思ってい

ますので、絵にかいたもちにならないように、

局を挙げてしっかり取り組みたいというふうに

思っております。

○福田委員 局長の意気込みを信用しまして、

もう終わります。

○太田委員長 福田委員、先ほどの手当金の件

はいいですか。

○福田委員 それは後日資料でいただきます。

○太田委員長 手当金の関係について、企業畜

産経営の、何かイメージとしてどのくらい、個

人と企業畜産、どういう割合なのかとかいうと

ころの資料については、求めるということでい

いですね。では、ひとつ提出をまたお願いいた

します。

○中野委員 これは要望でいいですけど、今度、

家伝法なんかも改正されました。それで今聞い

てると、局長が県ですることになりますとか、

そういう答え方だけど、実際法律が変わってる

部分があるんですよね。畜産農家も消毒の何か

を義務づけたとか。今回の去年のそういう口蹄

疫を受けて法律改正した分、だからこれは絶対

県がやるとかやらんの話じゃなくて、法律で義

務づけられた分と、そのほかに例えば県が何を

するかという話で、そこ辺を一回、次の委員会

で整理をしてもらいたい。

それからもう一つ、やっぱり今度の口蹄疫で、

国富、綾でもそうですけれども、この際やめて

しまおうとか言ってやめる畜産農家もおるわけ

ですよ。ここまでいったらもうやめて、みんな

売ったと。だから、今回の復興というのは、児

湯郡だけの復興じゃないわけで、宮崎県の畜産

をどうするか、前回の頭数までどうするかとい

うことの観点の話になると思います。そのため

に、復興前の頭数、いろいろ年齢別畜産農家と

か規模別頭数とか、統計はいろいろありますよ

ね。ただ、それが１年、２年置きとか、いろい

ろあるけど、全体の頭数というのは、牛の子が

産まれると、首輪じゃないけど、耳標をつける

でしょう。あれで大体、これで見ると、ＪＡか

らも聞き取りをしたということだけど、ああい

うのをつけてると、みんな牛はつけてるわけで、

どこかで管理してるなと、しっかりした頭数は

出らんのですか。出ますかね。ただ出るか出ら

んかだけでいいです。

○児玉畜産課長 一つの組織ですべてデータが

そろっているということは多分ないと思います

けれども、各団体ありますので、そういったと

ころのデータを拾えば、何とか出るんではない

かとは考えております。

○中野委員 要望ですけど、復興といったら、

当面は畜産、牛、どれだけもとに返るかとなる

と、そういう数を把握しておかんと、私は議論

にならんと思うんですね。ぜひ２～３カ月置き

でもいいから、そういう数はしっかりとって議

論をしなきゃ、そういうことで要望しておきま

す。

○永山畜産・口蹄疫復興対策局長 家畜関係の

データの整理、どういうことを目標にしていく

かも含めて、できたものについては、次の機会

等にお示ししたいと思っていますが、一番最初

にあった家伝法の改正、確かに法律上でいろん

なことが変わったんですけど、その政省令がま

だ全然示されておりません。中身でどこまで農

家に義務づけされるのか、農家の義務づけで県

がそれをどう担保していくのかということにつ

いても、もう少しそれがしっかりとした形で御

説明できるのは時間がかかるかもしれません。

そこはタイミングを見てということで御了解い

ただければというふうに思います。
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○中野委員 家伝法を見れば、大体概略はわか

るじゃないですか、そんな難しいことを言わん

でも。変わったという話ぐらいは。

○永山畜産・口蹄疫復興対策局長 難しいこと

を言わなくてよければ、こういうことがおおむ

ねこうなりますということでよろしければ、整

理をして、次回、御説明することは可能だと思

います。

○中野委員 だから、さっき言ったように、畜

産農家に義務づけねばならないといって義務づ

けられた分、これはしないとしようがないわけ、

だからそういうことを言ってるわけ、そんな難

しい話じゃない。

○有岡委員 ３点ほどお尋ねしたいと思います

が、飼料の自給率の向上というテーマがござい

ますが、県内全域で考えたときに、例えば飼料

米を耕畜連携でふやそうという動きがございま

すが、これらの推移の計画、そういったものが

ありましたら、進めていただく上で教えていた

だきたいと思います。

それと、水際での防疫の徹底ということで、

１年たってみたら何もやってないということで

は困りますので、例えば空港とか港、こういっ

たところでどのような現状でやっていらっしゃ

るのかお尋ねしたいと思います。

それともう一点、市町村との連携というのが

テーマでございますが、家畜飼養情報データベ

ース化、これも恐らく市町村の協力なしではで

きないだろうと思うんですが、その中で、先ほ

どの防疫対策従事者数というのが15万8,500とい

う数が出ておりますが、ＪＡや農済、建設業と

か入っていらっしゃると思うんですが、ぜひ、

市町村の話し合いの場では、ボランティアで地

域でやったという実態もあるようですので、そ

れも今後の力になると思いますので、県が進め

るというか、市町村だけではなくて、そういう

地域のボランティアの実態、こういったものも

把握されるといいんではないかと思いますので、

以上３点ほど要望とお尋ねをいたします。

○児玉畜産課長 まず、自給率の向上というこ

とでございますが、稲わらで申しますと、現在、

約90％は国内自給をしている状況でございま

す。8,500トン程度、中国産の稲わらが入ってき

ておりますが、これを県内産に置きかえていこ

うということで、23年度の事業でお願いをして

おるわけでございますけれども、飼料用稲の増

産、それから飼料用米の増産で稲わらを利用し

ていくと、それとあわせまして、今、主食用米

の稲わらで十分活用がされていない部分を活用

していくような形で、輸入物をゼロにして国産

物ですべて賄っていきたいという計画を持って

おるところでございます。

○岩﨑家畜防疫対策室長 水際防疫でございま

すけれども、今回、県の防疫マニュアルを改正

いたしまして、その中で、それぞれフェーズご

とに、いろんな畜産関係施設以外で取り組んで

いただきたいということで整理をしたところで

ございます。そのうち、水際のシンボルといい

ますと、空港とか港等になろうかと思いますけ

れども、まず空港、これは宮崎空港なんですけ

れども、宮崎空港につきましては、アジア便が

就航しておりまして、国際線については年じゅ

う、１年じゅう、どういう状況であろうが、こ

れは国の動物検疫所のほうで消毒マットを設置

しまして、靴底消毒等をお願いしているところ

でございます。あわせまして、海外、特に韓国

とか香港とか、そういう近隣諸国での発生の際

には、国際線に加えまして国内線についても、

ボーディングブリッジ含めて消毒マットの設置

をお願いしているところでございます。現在24
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カ所の消毒マットを設置していただきまして、

これはほとんど自前で対応していただいている

ところでございます。それから、主要港、細島

と油津なんですけれども、主要の港につきまし

ては、外国船が入港しますと靴底消毒等、ある

いはカーフェリーの乗員乗客等の下船時の消毒

について、今現在、実施しているところでござ

います。以上です。

○日髙復興対策推進課長 市町村の協力の中で、

ボランティア等の把握につきましてもというお

話でございましたけれども、当然今後マニュア

ルに基づきます防疫の事前の準備の中で、さま

ざまなそういう御意見も踏まえまして、市町村

とともに受け取ってまいりたいというふうに考

えております。

それとあと、水際防疫の中で一点補足でござ

いますけれども、空港、港湾以外にも、海外か

らの観光客の方々が、ゴルフ客の方とか、そう

いった方が多数来られるような県内のゴルフ場

におきましても、やはり消毒マットなり、いわ

ゆる入ってこられる方への消毒の促進といいま

すか啓発といいますか、こういうようなパンフ

レットを配ったりしながら、防疫対策について

徹底しているところでございます。

○松村委員 県全体での畜産の割合というのは

非常に多いわけですけど、今回は児湯郡という

ところがゼロからのスタートで、いきなり再生

というか導入が100％にならないのは皆わかって

いることですけれども、３年間をかけて随時導

入していって、それぞれの畜産の計画に基づい

てやっていらっしゃるんでしょうけれども、農

家自体としては、やめたいという方もいらっしゃ

るということとか、あるいは規模拡大されたい

という方とかもいらっしゃると思うんですね。

耕種への転換とか耕種とのコラボレーションと

か、いろんな形が最近よくうたわれていますの

で、畜産というものに対して、非常に引いてし

まっているという嫌いもあるんですよね。私は、

畜産が100％もとに戻って、耕種もさらにパワー

アップして、そして６次産業化して、宮崎県

の3,300億の農業生産を、それを4,000億だ、5,000

億だと上げていくことが、宮崎県の産業再生と

いう目標づけだと思うんですよね。そんな中で、

非常に私たちも知りたいのは、特にゼロになっ

た児湯郡で、より積極的に畜産を広げていきた

い方がどれぐらいいるのかと。こういうケース

がありますよというところをちょっとモデルケ

ースにして、こういう畜産のあり方があります

よというふうに知らしめていくというんですか

ね。もう密飼いはだめですよ、もう畜産はちょっ

と厳しいから、例えば圃場も少ないじゃないで

すか、埋却地もないじゃないですかという非常

に厳しさだけがあって、何か畜産の将来性とい

うところに夢が持てないようなイメージがある

んですね。だからそれを、やっぱり畜産という

のは宮崎県を支えてるんだということと、プラ

イドとか、規模拡大してこれぐらいいけますよ

というところとか、それが一つですね。

それともう一つ、後継者が特に養豚なりでも

いらっしゃるんですね、肥育関係でも。そうい

う方々が規模拡大するときに、以前だったら、

施設関係の補助制度というのは非常にあったん

ですよね。今回はいろんな規模拡大するときも、

今どちらかというと、ほとんど融資系の形でし

かできないというやつであります。何か宮崎県

が本格的に農業というところで産業を大きくし

ていくというイメージがあるんだったら、後継

者がいらっしゃるところ、規模拡大に向けては、

施設関係に対する助成制度というやつがちょっ

と昔ありましたけれども、そういうやつを独自
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で導入できるような制度がないかとか、やっぱ

りきっかけづくりをつくってあげるということ

で、夢を持って新しい畜産再生に向かって若い

連中が進んでいくんじゃないかという思いがあ

るんですけれども、なかなか返事は難しいでしょ

うけど、その２点について、ちょっと御意見が

あったらお聞きしたいと思います。

○日髙復興対策推進課長 まず、一番最初のい

わゆる畜産農家の方々の経営再開した後の拡大

に対する意向といいますか、そういった部分に

ついてでございますけれども、現段階では再開

するかしないか、もしくはなぜしないのかとい

うところを今後調査してまいりたいというふう

に考えておりまして、そういった中で、例えば

どこまで拡大というか、どこまで再開してもと

に戻そうとされているのかというようなところ

も含めて、調査はしてみたいというふうに考え

ております。

それとあと、もう一つ、例えば拡大をされよ

うとした場合のことなんですけれども、今回、

西都・児湯地域、特に初発のところから都農、

川南というところの中で、非常に爆発的に蔓延

したというような状況がございまして、その一

つの理由といたしましては、私どもの共通認識

といたしまして、やはり家畜の密集地帯であっ

たというようなことはあろうかと思います。そ

ういった意味からして、例えば個々の農家の中

では、再開する前、いわゆる処分が行われる前

の規模よりも大きくするという希望は当然ある

と思うんですけれども、ただ、地域全体とした

ときに、じゃ家畜の密集度というところから見

るとどうなのかというところは当然判断してい

かなければならないかというふうに考えており

まして、例えばそういう意味で、豚が中心にな

ろうかと思うんですけれども、豚の農家の中で

は、例えば今まで母豚で500頭規模であったとこ

ろを300頭にあえて落として、そういったあえて

落とす中で、当然頭数が少なくなりますので、

目が行き渡って、生産性が非常に向上して、年

間で例えば今まで１母豚当たり15～16頭ぐらい

しか子がとれなかったというか肥育できなかっ

たところが、例えば22～23頭までなったという

ことで、実質的にはかなりの部分、頭数を減ら

したとしても、管理を徹底することで、所得が

以前よりも上がるというような成功事例という

のも出てきておるような状況でございますので、

そういう一部成功事例も含めながら、生産者の

皆さん方にちゃんと情報提供していかなければ

ならないというふうに考えておるところです。

それとあと、後継者の規模拡大の支援の部分

につきましては、当然通常の後継者の育成に向

けた各種施策なり、あと今回の先ほど申し上げ

たアンケート調査なり、こういったところも踏

まえながら、ほかの産業分野とも関連いたしま

すけれども、今回の基金なり財団なり、こういっ

たところの事業等も活用しながら、慎重に検討

していかなければならないというふうに考えて

おるところです。

○松村委員 私も地元で、そんなにたくさん知

らないんですけれども、例えば一例としては、

酪農で以前は120頭規模で飼っていたと。今回ゼ

ロになったわけですけど、もう妊娠牛をどんど

ん入れてますが、酪農は場合、早いですから。

結局、搾乳機の生産効率を考えると、170頭ぐら

いがいいということとか、そのために畜舎をど

れぐらいふやさないといけないとか、そういう

ことで計画をされているみたいですけれども、

積極的なところは、よりいい経営を目指すとい

うところでの今回をチャンスにしたいというと

ころもございます。施設に関しては、もちろん
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今回の手当金等とか、そういうところも含めて、

自分で用意してされるんでしょうけど、以前は

施設整備に対する補助とか、例えばある意味、

後押しできるようなところもあったんですけれ

ども、御相談を受けても今のところないのよね

というところしかないので、低利で据え置き

で、10年、20年かけて何とか頑張りましょうと

いうような形はあります。もうちょっとそうい

うのがあれば、より積極的にやれるというとこ

ろもございます。もうちょっとそのあたりを拾

い上げていけたら、産業再生のためのある程度、

起爆剤になるモデルケースをつくれるんじゃな

いかと思うんですよね。また、ぜひよろしくお

願いしたいと思います。

○重松委員 昨年まで商店街振興組合連合会に

勤めておりまして、畜産農家の関係の皆さん方

の御努力、また商店街の、また商工観光に従事

した関係で、これからも商工観光のためにも、

しっかり産業再生・復興していかなくちゃなら

ないというような思いであります。先ほど有岡

委員のほうから水際対策の件がありましたけれ

ども、これからの観光振興のために、今現在の

韓国と台湾の発生状況、また終息への様子等々

をちょっとお聞かせ願いたいなというふうに思

いますが、よろしいでしょうか。

○岩﨑家畜防疫対策室長 韓国につきましては、

全土で約340～350万頭のいわゆる殺処分を行っ

て、その後に、その後といいますか途中なんで

すけれども、ワクチン接種に踏み切っておりま

す。基本的には全土を対象にワクチン接種をし

てるんですけれども、ワクチン接種といいます

のは、口蹄疫の場合は感染を防げないワクチン

でございまして、一部ワクチン接種家畜で、４

月に入っても発生を見ております。台湾につき

ましても、これは少頭数なんですけれども、そ

んなにたくさん拡大はしてませんが、４月に入っ

てもまだ発生を見ているというような状況でご

ざいます。

○太田委員長 ほかに質疑はございませんか。

では、ないようですので、これで終わりたい

と思います。

執行部の皆さん、大変お疲れさまでございま

した。

暫時休憩いたします。

午前11時35分休憩

午前11時39分再開

○太田委員長 では、委員会を再開いたします。

まず、先日開催されました委員長会議の結果

につきましては、先日の常任委員会で資料の配

付がありましたので、説明は省略させていただ

きます。御協力をよろしくお願いいたします。

それでは、協議事項（１）の委員会の調査事

項についてであります。

お手元に配付の資料１をごらんください。

１の当委員会の設置目的については、さきの

臨時議会で議決されたところでございますが、

２の調査事項は、本日の初委員会で正式に決定

することになっております。

資料の上段に記載している４つの項目は、特

別委員会の設置を検討する際に、各会派から提

案されていた項目をまとめたものであります。

その下に、若干修正をいたしました正副委員

長（案）を記載しております。

特別委員会設置に当たり、各会派からの要望

を整理した各項目は、いずれも重要な項目と思っ

ておりますが、今後１年間の中で重点的に調査

を進めていく必要がありますことから、このよ

うに正副委員長（案）のとおりにまとめたとこ

ろであります。
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調査事項（案）の（１）の鳥インフルエンザ

については削除して「口蹄疫からの再生・復興

に関すること」に、そして調査事項（案）の（３）

の新産業創出と調査事項（案）の（４）の農商

工連携については、調査事項の（３）にありま

す「産業の活性化」に含めてよいのではないか

と思ったところであります。

ということで、調査事項につきましては、正

副委員長（案）のとおり、（１）、（２）、（３）

としてはどうかと思ったところであります。

後でお諮りいたしますが、また、先日の正副

委員長互選の際、有岡委員から発言のありまし

た当委員会のエネルギー対策についてでありま

すが、案のほうを整理してみました。

資料２をごらんください。

産業再生・エネルギー対策特別委員会におけ

るエネルギー対策の考え方についてであります。

電力などのエネルギーは、企業の生産活動を

維持、発展させる上で必要不可欠な存在である

というのは言うまでもありません。

東日本大震災により、電力の安定供給に支障

が生じ、国、電力会社等が節電を呼びかけてい

るのは周知のとおりであります。

このような中で、本年度、エネルギー対策を

議会が重点的に調査に取り組む必要があるとす

る一つの理由は、本県産業の再生・活性化を支

えるエネルギーの安定供給や、節電対策など県

内企業の省エネルギーについて、調査・検討を

行っていく必要があるということではないかと

考えます。

もう一点は、再生可能エネルギーの一層の推

進、政府が検討を進めている「サンライズ計画」

にも盛り込まれると伺っていますが、本県の地

域特性を生かした新たな産業としての調査・検

討を行っていく必要があるのではないかと思い

ます。

今後、委員会で調査を進め、県に対する提言

等を検討するとともに、国に対して対策を求め

るべきものについては、委員会で整理をし、意

見を述べるということも考えられるのではない

かと思っております。

当委員会では、産業再生・活性化を図る上で

のエネルギー対策として、さまざまな観点から

調査をしていくものと考えています。

調査事項、エネルギー対策の考え方について、

皆様の御意見がありましたらお願いいたします。

資料２のまとめとしては、委員会活動のほう

で書いてありますが、県内企業への影響、課題、

対応等の調査、それから、再生可能エネルギー

の現状と課題、対応策等を調査していくという

ことで考えております。

以上、調査事項とエネルギー対策等について

の皆様方のお考えをお聞きしたいと思います。

これでよろしいかどうか。

○中野委員 例えば、これで大枠はいいと思う

んですけど、再生可能という言い方にした場合、

例えば佐土原とかあそこ辺でガスがどんどん出

て、宮崎ガスに売ったりとか、ハウスで利用し

たりとか、そういうやつは再生に入らんのです

か。宮崎での地下資源はちょっとあんまり大き

過ぎるけど。

○太田委員長 そういうのも含めています。天

然ガスですね。現状を、県内の状況の把握とい

うのは調査すべきものかなと思っております。

○福田委員 過去、水力、風力でしょう。それ

から天然ガスでしょう。こういうのも調査しま

したよね、賦存量を。今、天然ガスは案外知ら

れてないけど、宮崎ガスとミックスしてるんで

すが、宮崎ガスのＬＰ関係、20％近くあるらし

いです。児湯からずっと佐土原、宮崎市のガス
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が。それは付随したものなんですね。ヨードを

採取するときに出てくるんですね、地下水のく

み上げから。それを分離してガスで使ってる。

今使ってるのが松下電器の工場、それから皆さ

んゴルフ行かれますけど、ハイビスカスのゴル

フ場、温泉とかで自家利用していますね。

○中野委員 だから、そういうことをもうちょっ

と、別にこれでいいけど、そういう県内で今供

給されている天然ガスも含めて、ちょっと念頭

に入れてもらうといいかなと。

○太田委員長 範囲に入れておいてほしいとい

うことですね。表現としては、こういう形の表

現で、実際また調査に行くときとか研究しない

といかんときには皆さんに諮って、そういうの

も含めるということでいいですかね。

○横田委員 正副委員長（案）で私もいいと思

います。ちょっと違うんですけど、今度の原発

の事故を受けて、例えば玄海原発の周りについ

ても、福岡、佐賀、長崎で連携して対応を協議

していくというのが新聞に出てましたけど、宮

崎も川内原発を近くに抱えておるわけで、そこ

らあたりの調査とか、そういうのはこの委員会

にはなじまないということなんですか。

○太田委員長 皆さん、どうでしょうか。ここ

で言うと、そのテーマは防災のほうが多少ある

のかなと。防災の特別委員会もあるので、危険

というところでの連携とかいうことであれば。

エネルギーを確保する、有効利用しようではな

いかというテーマで、実際そういうところを視

察したり勉強したりすることはあり得ると思い

ますけど、防災というところで取り上げる可能

性がありますね。

○横田委員 わかりました。

○福田委員 調査事項を整理されておりますが、

ここで忘れてほしくないのは、農商工連携。宮

崎県は食材の原材料は豊富なんですよね。これ

に付加価値をつけるノウハウが今までなかった

ものですから、全部おいしいところをいわゆる

そういう食料関連の企業にとられてしまったん

ですね。ようやく今気づいて、それに目覚めて

始めたんですが、６次産業化というのは、これ

は政府の言葉ですが、私は、宮崎県が持ってる

貴重なそういう食の原材料に付加価値をつけて、

本当に県民が雇用の場にありつけたり、あるい

は利益が出たりする産業を創出するという意味

で、調査活動をお願いしたいなと思ってるんで

すね。我が会派でも、農商工連携というのは、

そういう内容で提言したんでしたけど。

○太田委員長 皆さん方の意見がまた関係して

あればですが、気持ちは、産業の活性化という

ことで、農商工連携、６次産業化というのは捨

てちゃならんテーマということでは考えても、

米印で入れたいぐらいなんですけど。

○中野委員 今の分は、産業の活性化の中身の

話になります。農業の活性化や１次産品から２

次産品に加工する。だから、その中でいいんじゃ

ないですか。

○太田委員長 言葉では出てこない分だから、

ただ、内容としてはそういうのが入るというこ

とで、産業の活性化ということで。

○福田委員 そういうことがやっぱり文字から

消えると対応が執行部ですから、中を囲みでい

いですので、これはもう喫緊の大事なテーマな

んですよね。

○太田委員長 だから、この産業の活性化の後

に、例えば６次産業等新産業創出とか入れるか、

それか農商工連携という言葉がいいのか、６次

産業化とかそういう言葉のほうがいいかなとい

う感じはしますけど。

○中野委員 この産業の活性化というのは物す
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ごく広いから、だから、それで今言うように個

別にいくと何ぼでもあるからいいですよ。その

ときそのときの範疇の中でやればいいですよ。

○福田委員 やればいいけど、往々にして忘れ

られている、過去もずっと。焦点ぼけになって

ね。そういう経験をずっとしてきておるものだ

から、どうかなと思って。

○蓬原副委員長 具体的に調査するときに忘れ

ないようにしっかりすれば。

○福田委員 いや執行部の対応がなくなってく

るんですよ、必ず。

○太田委員長 （３）のところの産業の活性化

の括弧書きのところに、「６次産業化等新産業創

出」とかいうことで、ちょっとそういうイメー

ジをどんどん入れ込むか、それはもちろん皆さ

んあると思いますけど、農商工連携まで入れる

と、どんどん具体的になるものだから、そした

ら任せてもらっていいですか。

○後藤委員 きょうは特別委員会ということで、

常任委員会の内容が非常にありましてね、松村

委員がおっしゃいましたように、じゃその産業

再生を今回口蹄疫の教訓としてとらえて、チャ

ンスととらえて、戸数、頭数を持っていくとか、

そういう再生ならわかるんですけど、どうもきょ

うの話を聞いてますと、ちょっと常任委員会の

内容をしてるような感じがいたしまして、やは

り産業再生・エネルギーとはっきりうたってお

るわけですから、そういう方向に持っていって

いただきたいと。きょうは特別だと思いますけ

ど。

○太田委員長 また今後の議題とかも皆さん方

の意見を入れてやりたいと思いますが、そうい

う思いを込めて、一応この３つのまとめ方で、

思いは入れ込むということでいいですか。

では、確定をしないといかんものですから、

正副委員長（案）の（３）の「産業活性化（６

次産業化等新産業創出）に関すること」という

ようなことでいいでしょうか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○太田委員長 それでは、そのように決定いた

します。

次に、協議事項（２）の委員会の調査活動・

計画についてであります。

活動方針（案）につきましては、資料１の３

のとおりであります。

活動計画につきましては、資料３をごらんく

ださい。これにつきましては、当委員会に付託

されました調査事項や委員長会議の結果を考慮

して、調査活動計画（案）を作成いたしました。

これらの案につきましては、何か御意見があ

りましたらお願いいたします。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○太田委員長 それでは、この案のとおり、今

後１年間の調査活動を実施していくことにした

いと思いますが、御異議ありませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○太田委員長 それでは、そのように決定いた

します。

次に、協議事項（３）の県内調査についてで

あります。

再び資料の３をごらんください。７月28日か

ら29日に県南調査、８月23日から24日に県北調

査を計画しております。

先ほど決定いたしました調査事項を踏まえま

して、県南調査、県北調査の調査先につきまし

て、御意見等がありましたらお願いいたします。

何かありませんか。

候補地を挙げていただいて、あとは正副委員

長に一任ということでよろしいでしょうか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
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○太田委員長 それでは、そのような形で進め

させていただきます。

次に、協議していただきました調査事項を踏

まえまして、次の委員会での執行部の説明、資

料要求について、何か御意見、御要望はありま

せんか。きょうは口蹄疫ということで、そのテ

ーマのみでしたけれども、次回。

○中野委員 県民政策なんかで、太陽エネルギ

ー対策とか、今、代替エネルギーで取り組んで

いる。

○福田委員 この前、日経新聞に、宮崎県の農

業試験場で三鷹光器との取組が掲載されていま

した。太陽光集熱ですね。

○中野委員 県内でそういう太陽光発電とか、

みんなそういう状況を知りたいことないですか。

そういう代替エネルギーがどうなっているかと

いう。

○太田委員長 エネルギーの分野でちょっと報

告してもらいましょうかね。

○横田委員 きょうの新聞に、太陽光で発電し

たものを蓄電するというのが新聞に載っていま

したね。

○太田委員長 あれは延岡ですね。

○横田委員 自分のところの家で使えるという

ことで。

○太田委員長 県内のそういった状況を把握し

ておってもらわないかんですね。

○西村委員 原子力発電に頼っているのは３割

というじゃないですか、九州管内。４割だった

ですかね。それが宮崎県の場合は水力が結構あ

ります。それを差し引いてどんなものなんでしょ

うね。宮崎県の電力の消費の割合が。

○太田委員長 その辺のデータも出ると思いま

す。エネルギーに関連して。

すると、新産業創出のところ辺のテーマ、２

カ所ぐらいやれるよね、２時間の間。どうです

かね。

○中野委員 今言ったような代替エネルギー関

連の機械をつくっているところがあるから、そ

こも含めてやれば。

○太田委員長 そしたら、エネルギーのテーマ

で次回はやりたいと思いますので、それぞれ疑

問に思ってるところとか聞きたいところは、ま

たひとつ調査しておいていただきたいと思いま

す。また事前に言ってもらえば、きちっとその

辺も。

○蓬原委員 九州電力も呼んで、エネルギー政

策といえば、九州電力が一番情報は持ってる。

この前、九州電力の人が説明に来たので、「も

しそういう場面があったらどうします」と言っ

たら、「喜んで参ります」と。

○太田委員長 そしたら、よろしいですか。そ

ういう招聘して聞き取りするということも含め

て。

では、あとは正副委員長に任せてもらってよ

ろしいでしょうか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○太田委員長 では、そのようにしたいと思い

ます。

最後になりますが、協議事項（５）のその他

で何か意見ございますか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○太田委員長 なければ、次回の委員会は６月

定例会中であります。予定では６月27日となっ

ておるようですが、よろしくお願いいたします。

それでは、以上で本日の委員会を閉会いたし

ます。

午後０時０分閉会


